
芦屋市仮想化基盤及び庁内ネットワークシステム構築運用業務 

提案方式実施要領 

 

１ 業務目的 

次期仮想化基盤及び庁内ネットワークについて、安全性・可用性・効率性を確保しつ

つ再構築を行い、市民サービスの向上及び行政運営の効率化に資することを目的とす

る。 

 

２ 業務概要 

(1) 業務名 

芦屋市仮想化基盤及び庁内ネットワークシステム構築運用業務 

(2) 業務内容 

別添「提案依頼用仕様書」のとおり。 

(3) 履行期間 

構築移行業務：契約締結日から令和９年１１月３０日（火）まで 

保守運用業務：令和９年１２月１日（水）から令和１４年１１月３０日（火）まで 

(4) 実施形式 

公募型提案方式により、価格及び価格以外を総合的に評価し、評価基準に基づき書

類審査及びヒアリング審査を実施し、契約候補者を選定する。 

(5) 予定価格（上限額） 

本業務の予定価格（上限額）は、構築業務と運用業務を合わせて６３３，２１４，

０００円（税抜）とする。本業務の価格評価は、予定期間内（令和９年１２月１日か

ら令和１４年１１月３０日まで）の保守業務を含めた全体費用を対象とする。 

 

３ 参加資格 

次に掲げる要件をすべて満たし、かつ参加資格確認結果通知書を受けた者とする。 

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に規定する入札参加

の資格制限に該当しないこと。 

(2) 令和８・９年度芦屋市物件等競争入札参加資格を有すること。 

(3) 現に、又は契約締結日までに、本市の定める競争入札に係る指名停止基準（昭和６

１年芦屋市基準）に基づく指名停止を受けていないこと。 

(4) 芦屋市暴力団排除条例及び芦屋市契約等に係る事務からの暴力団等の排除措置に関

する要綱に基づく入札等排除措置を受けていないこと。 

(5) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て、廃止前

の和議法（大正１１年法律第７２号）に基づく和議開始の申立て又は民事再生法（平

成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立て（いずれも国土交通省の資

格再認定を受けている者を除く。）がなされていないこと。 

 

４ 実施スケジュール 

提案手続に関するスケジュールは以下のとおりとする。 



手続 日時 

(1) 機密保持誓約書の提出及び提

案依頼資料一式の交付 

令和８年７月１日（水）から 

令和８年７月７日（火）１７時まで 

(2) 質問受付期間（１回目） 令和８年７月１日（水）から 

令和８年７月８日（水）１７時まで 

(3) 質問回答期限（１回目） 令和８年７月１３日（月）１７時まで 

(4) 参加意思表明書提出期限 令和８年７月１５日（水）１７時まで 

(5) 参加資格の有無の通知 令和８年７月１７日（金）１７時以降 

(6) 質問受付期間（２回目） 令和８年７月１３日（月）から 

令和８年７月１７日（金）１７時まで 

(７) 質問回答期限（２回目） 令和８年７月２２日（水）１７時まで 

(８) ヒアリング審査予定通知 令和８年７月２２日（水）１７時以降 

(9) 企画提案書・見積書（１回

目）提出期間 

令和８年７月２３日（木）から 

令和８年８月７日（金）１７時まで 

(10) ヒアリング審査 令和８年８月１７日（月）・８月１８日

（火）の２日間 

※ヒアリング実施順、予定時間は別途指定す

る。 

(11) 見積書（２回目）提出期間 令和８年８月１７日（月）から 

令和８年８月１８日（火）１４時３０分まで 

(12) 最終結果通知 令和８年８月２１日（金）１７時以降 

(13) 契約締結予定日 令和８年９月１日（火） 

 

５ 提案手続 

(1) 担当部署（提出・問合せ先） 

〒６５９－８５０１ 兵庫県芦屋市精道町７番６号 

芦屋市企画部市長公室 DX 行革推進課（担当：井出） 

TEL：０７９７－３８－２０２１ 

E-mail：joho@city.ashiya.lg.jp 

(2) 機密保持誓約書の提出及び提案依頼資料一式の交付 

ア 受付期間 

令和８年７月１日（水）から令和８年７月７日（火）１７時まで 

イ 提出書類 

機密保持誓約書（様式１） 

ウ 提出方法 

必要事項を記入の上、上記問合せ先へ提出。 

エ メール提出の場合の件名 



【芦屋市仮想化 NW】機密保持誓約書の提出（商号又は名称） 

オ その他 

メール提出の場合メール送付後、本市に到達確認の連絡を行うこと。記載内容確

認後、提案依頼資料一式を電子メールにて配布する。 

(3) 質問受付及び回答 

ア 受付期限 

１回目：令和８年７月１日（水）から令和８年７月８日（水）１７時まで 

２回目：令和８年７月１３日（月）から令和８年７月１７日（金）１７時まで 

イ 提出書類 

質問回答票（様式４） 

ウ 提出方法 

必要事項を記入の上、上記問合せ先へ電子メールにて提出。 

エ メール件名 

【芦屋市仮想化 NW】質問回答票の提出（商号又は名称） 

オ 回答方法 

本市が受けた質問及び回答内容は、公平性、透明性を担保するため、その内容及

び質問者の如何にかかわらず、本市ホームページ上に公表する。 

(4) 参加意思表明書の提出 

ア 受付期限 

令和８年７月１５日（水）１７時まで 

イ 提出書類 

参加意思表明書（様式２） 

ウ 提出方法 

必要事項を記入の上、上記問合せ先へ提出。 

エ メール提出の場合の件名 

【芦屋市仮想化 NW】参加意思表明書等の提出（商号又は名称） 

オ その他 

(ｱ) メール提出の場合メール送付後、本市に対して到達確認の連絡を行うこと。 

(ｲ) 参加意思表明後に辞退する場合は、辞退届（様式３）に所定の内容を記入の

上、上記問合せ先へ提出すること。メール提出の場合、メールの件名は「【芦屋

市仮想化 NW】辞退届の提出（商号又は名称）」とすること。なお、参加意思表明

後、期日までに提案書が提出されなかった場合は辞退したものとみなす。また、

やむを得ず参加を辞退した場合においても、今後の指名等への影響はないことを

申し添えておく。 

(5) 企画提案書等の提出 

ア 提出書類及び部数 

(ｱ) 見積書（任意様式） １部 

(ｲ) 見積総括表（様式５） １部 

(ｳ) 企画提案書（印刷資料） ７部 

(ｴ) 企画提案書（CD等による電子媒体） １式 

イ 提出期限 



令和８年７月２３日（木）から令和８年８月７日（金）１７時まで（「４ 実施

スケジュール」に記載の「企画提案書・見積書（１回目）提出期間」のとおり） 

ウ 提出方法 

上記担当部署へ持参又は郵送（郵送の場合は必着）。 

エ その他 

見積書については「４ 実施スケジュール」に記載の「見積書（２回目）提出期

間」において再提出することができる。見積書の再提出は任意とし、再提出を行っ

た場合は、２回目の見積金額を価格評価の対象とする。 

(6) 企画提案書等の作成 

ア 企画提案書の様式等 

(ｱ) 企画提案書はＡ４版縦又は横の両面印刷（長辺綴じ）を基本とし、表紙・目次

等を除き６０ページ以内（Ａ４用紙３０枚）で作成すること。 

(ｲ) Ａ３版を使用する場合はＡ４版の大きさに折って綴じ込むこと。なお、その場

合はＡ３版両面でＡ４版４ページ分に相当するものとする。 

(ｳ) 企画提案書にはページ番号を付番すること。 

(ｴ) 製本に当たっては、項目ごとにインデックス等による仕切りを設けること。 

(ｵ) 別添「芦屋市仮想化基盤及び庁内ネットワークシステム構築運用業務に係る公

募型提案依頼書」及び別添「評価基準表」に基づき、評価項目に即して資料を構

成すること。 

(ｶ) 企画提案書は１者１提案とし、受付後の追加及び修正は原則認めない。 

イ 見積書 

(ｱ) 明細書の項目は省略せず内訳金額を記入し、一括計上で中身が見えない記載方

法としないこと。 

(ｲ) 見積書に記載する金額は、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当

する金額（税抜価格）とすること。契約金額は当該金額に１００分の１０を加算

した金額（１円未満の端数は切捨て）とする。 

(ｳ) 芦屋市財務会計規則、芦屋市契約規則その他関係法令及び提案依頼用仕様書を

精読の上、作成すること。 

(ｴ) 見積書の件名は「芦屋市仮想化基盤及び庁内ネットワークシステム構築運用業

務」とし、宛先は芦屋市長宛とし、封入の上、提出すること。 

(ｵ) システム導入に伴う次年度以降の保守業務を含めた全体費用を対象に提出する

こと。（なお、構築移行費用と履行期間後５年間の保守運用費用についてはそれ

ぞれの金額についても提示すること。） 

(ｶ) 見積書と「見積総括表（様式５）」の項目、金額は一致していること。 

６ 評価方法等 

(1) 評価基準 

別添「評価基準表」のとおり。 

(2) 評価方法 

受託者については、参加資格確認後、提案内容評価及び価格評価を行い決定する。

提案内容の評価は本市職員及び外部有識者から構成される専門委員会により公正かつ

厳正に実施する。本業務の見積価格については、「２(5) 予定価格（上限額）」に記

載している予定価格以内であること。 



評価については、下表のとおりとする。なお、配点は提案内容評価８割（８００

点）、価格評価２割（２００点）とする。 

種別 対象 評価者 概要 

参加資格確認 参加意思表明

書提出者 

専門委員会 参加資格を満たすかを確認す

る。 

提案内容評価 

価格評価 

提案書を提出

した者のうち

見積金額が予

定価格を超え

ていない者 

専門委員会 提案書及び本市からのヒアリン

グに対する回答に基づき評価す

る。なお、見積書（2回目）提

出期間に見積書の再提出があっ

た場合は再提出された金額で価

格評価を行う。 

(3) 提案内容評価及び価格評価 

ア 対象 

提案書を提出した者のうち見積金額が予定価格を超えていない者 

イ 評価方法 

(ｱ) 提案内容評価 

企画提案書について別添「評価基準表」に基づき評価を行う。 

なお、提案内容について、ヒアリングを本市からの質問形式で行う。ヒアリン

グは令和８年８月１７日（月）及び８月１８日（火）の午前又は午後に各社７０

分程度（プレゼンテーションを含む）を予定している。なお、ヒアリングは録音

する。 

(ｲ) 価格評価 

提出された見積書について、所定の計算式にもとづき、５年間の総額を評価す

る。なお、見積書が実施要領に記載の「見積書（２回目）提出期間」において再

提出された場合は、２回目の見積金額を価格評価の対象とする。 

(4) 契約候補者の選定 

ア 下記に該当しない者のうち、総合点が最も高い提案者を最優秀提案者として契約

交渉の相手方とする。 

(ｱ) 失格事項に該当する者 

(ｲ) 提案内容評価（価格評価を除く評価点）が 50%未満の者 

(ｳ) 提案書の内容が仕様書の要件を満たしていないと、専門委員の半数（うち外部

委員 1名以上を含む）が判断した者。なお、「４ 実施スケジュール」において

設定された質問期間にされた質問への回答において、本市が仕様書の内容と異な

る回答を行った場合は、当該回答内容が優先されるものとする。 

イ 最優秀提案者との協議の結果、契約内容の履行がされないおそれがある場合又は

その他の理由で契約締結に至らなかった場合は、次順位の者を契約交渉の相手方と

することができる。 

(5) 失格事項 

次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は失格とする。 

ア 企画提案書等を提出期限までに提出しなかった場合 

イ 提出書類に虚偽の記載があった場合 



ウ 「３ 参加資格」に掲げる要件を満たさないことが明らかとなった場合（「提案依

頼交付開始日」から契約締結日までの間に、本市より指名停止等の措置を受けた場

合を含む。） 

エ 見積価格が、本業務の予定価格（上限額）を超える場合 

オ その他、本書で定める事項に違反した場合 

 

７ 選定結果の通知・公表 

選定結果については、先に全ての評価対象者にメールにより送付し、公印を押印した

ものを郵送する。また、通知送付後、芦屋市ホームページに１ヶ月間、審査結果を公表

する。 

 

８ その他 

(1) 留意事項 

ア 複数の応募又は複数の企画提案書を提出することはできない。 

イ 提案書等の提出を受けた資料は、提案者に返却しない。 

ウ 提出された企画提案書等の全ての資料を受理した後の加筆及び修正は認められな

い。ただし、見積書及び「見積総括表（様式５）」については、「４ 実施スケジュ

ール」に示す期間に限り再提出することができる。 

エ 提出書類の作成、提出及びヒアリング等、本提案手続きに要する費用は提案者の

負担とする。 

(2) 企画提案書等の取扱い 

ア 企画提案書等は、本提案方式の手続における契約の相手方の候補者選定業務以外

の目的では使用しない。 

イ 企画提案書等の著作権は、当該企画提案書等を作成した者に帰属する。ただし、

提出された企画提案書等について芦屋市情報公開条例に基づく公開請求があった場

合には、本市は同条例に基づき非公開情報を除いて公開する。また、本市が本提案

方式の結果報告等に必要な場合は、その内容を無償で使用及び公表することができ

る。 

ウ 契約の相手方となった者が作成した書類については、本市が必要と認める場合に

は、本市は契約の相手方にあらかじめ通知することにより、その一部又は全部を無

償で使用（複製、転記又は転写をいう。）することができる。 

 

以 上  

 


